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Ⅱ 諮問から答申までの経過 

 

 主な内容 

平成２３年度 

第２回審議会 

平成 24年 

３月２日（金） 

○ 市長からの諮問 

「（仮称）札幌市暴力団の排除の推進に関する条例」案の策定について 

○ 部会の設置 

答申案を作成するための専門的な検討を行う 

 

第１回部会 

５月 28日（月） 

○ 「（仮称）札幌市暴力団の排除の推進に関する条例」の策定に向けた 

検討課題の洗い出し 

 

第２回部会 

６月 26日（火） 

○ 検討課題等についての意見交換・検討 

 

第３回部会 

７月 27日（金） 

○ 検討課題等についての意見交換・検討 

○ 審議会へ提出する答申書（案）の確定 

平成２４年度 

第１回審議会 

８月 28日（火） 

○ 答申書の確定 

○月○日（ ） ○ 答申 
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Ⅲ 条例策定の考え方 

１ （仮称）暴力団の排除の推進に関する条例の基本的な考え方 

近年、暴力団の活動は、殺人や強盗などの凶悪犯罪や覚せい剤等の密売、ヤミ金融

事犯などの犯罪にとどまらず、一般事業者等に資金提供するように仕向けたり、企業

活動を装ったり悪用したりする資金獲得活動を行うなど、一層巧妙になっています。 

このような活動を根絶し、暴力団を排除するためには、社会全体が暴力団との対決

姿勢を堅持し、暴力団の排除活動を活性化させることにより社会から暴力団を排除す

る必要があることから、札幌市が策定する条例においても、そのような視点に立った

条例の制定を目指すべきと考えます。 

⑴  目的 

この条例は、暴力団の排除を推進する上での基本理念や、市民、事業者及び市の

役割、暴力団の排除に関する施策等を定めることにより、「市民の安全で平穏な生活

を確保し、社会経済活動の健全な発展に寄与すること」を目的とすべきと考えます。 

⑵ 基本理念 

暴力団の排除は、暴力団が市民の生活及び事業活動に不当な影響を与える存在で

あるとの認識の下に、「暴力団を恐れないこと」、「暴力団に対して資金を提供しない

こと」、「暴力団を利用しないこと」を基本として推進すべきです。なお、このほか

「暴力団と交際しないこと」についても検討しましたが、「交際」の定義が困難であ

るため、この三つを基本とすべきと考えます。 

また、暴力団の排除は、市民、事業者、市、他の地方公共団体その他関係する機

関及び団体の相互の連携及び協力の下に、社会全体で行わなければならないことか

ら、この点についても基本理念に規定すべきと考えます。 

⑶ 暴力団の排除を進めていく主体（市民・事業者・市）の役割 

  ア 市民 

市民の役割としては、基本理念にのっとり、暴力団の排除に対する理解を深め、

自らこれに努めるとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力する

よう努めることが重要であると考えます。 

  イ 事業者 

事業者の役割としては、基本理念にのっとり、暴力団を利することとならない



 4 

よう、暴力団の排除に自ら積極的に取り組むとともに、市が実施する暴力団の排 

除に関する施策に協力することが重要であると考えます。 

 ウ 市 

市の役割としては、基本理念にのっとり、関係する機関及び団体と連携を図り、

暴力団の排除に関する施策を実施することが重要であると考えます。 

２ 暴力団の排除を進めていくための具体的な取組 

 １の基本的な考え方のとおり、暴力団を排除するには、市、市民及び事業者が、そ

の役割を果たすことが必要と考え、それぞれの役割に応じ、次のとおり検討しました。 

⑴ 市に求められる取組 

  市は、自らが行う事務や事業から暴力団を排除するための措置を講ずることはも

ちろん、市民や事業者等に対する支援や広報啓発など暴力団の排除に関する総合的

な取組を実施すべきです。 

ア 公共事業等に係る暴力団排除措置 

市が発注する建設工事その他の市の事務又は事業（以下「公共事業等」という。）

は、暴力団の資金源となる可能性があることから、公共事業等が暴力団の活動を

助長し、又は暴力団の運営に資することがないよう、市は、市が実施する入札に

暴力団員を参加させない等の必要な措置を講ずる必要があります。 

特に、市が行う契約については、直接の相手方に限らず、その相手方が行う下

請契約などの関連する契約についても必要な措置を講ずるよう、市は契約の相手

方に求めるべきと考えます。 

また、暴力団と共生関係を持ち、暴力団に金銭などを提供する事業者が存在す

ることから、暴力団及び暴力団員に限らず、このような事業者も排除の対象とす

べきです。 

イ 公の施設に係る暴力団排除措置 

市が設置する公の施設は、住民の福祉を増進する目的で設置するものであり、

暴力団の活動に利用されることは、その目的に反することになることから、市は、

暴力団の活動に利用されることがないようにするための必要な措置を講ずるべき

と考えます。 

ウ 個人情報の収集及び提供 

具体的な暴力団の排除措置を講ずるためには、契約の相手方や公の施設の利用
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者が暴力団員などに該当することを確認する必要があり、この確認のためには、

警察などの関係する機関等に照会し、その回答を得る必要があります。 

しかし、札幌市個人情報保護条例により、警察などの関係機関との間であって

も個人情報の収集や提供が制限されているため、本条例において、市及び市が設

置する公の施設の指定管理者は、照会に必要となる個人情報の収集や提供ができ

ることを規定すべきと考えます。ただし、この収集又は提供をすることができる

情報は、必要かつ最小限のものとすべきです。 

エ 市民及び事業者に対する支援 

市は、市民や事業者が暴力団の排除に関する活動に自主的に、かつ、相互の連

携協力を図って取り組むことができるよう、市民及び事業者に対し、情報の提供、

助言その他の必要な支援を行うべきです。 

具体的には、暴力団の排除に関する相談があった場合、市は内容に応じて、警

察の相談窓口を紹介したり、不当要求防止責任者講習などを実施している北海道

暴力追放センターを活用することなどを助言するといった支援が考えられます。 

また、暴力団から被害を受けた（もしくは、現に受けている）人からの相談に

対しては、同じく内容に応じて警察の相談窓口を紹介したり、市や北海道暴力追

放センターが実施している無料の法律相談の活用を助言するなどの支援を行うこ

とが考えられます。 

オ 啓発活動 

市は、市民及び事業者の暴力団の排除に対する理解を深め、暴力団の排除に関

する活動に取り組む気運を醸成するため、北海道暴力追放センターなどの関係機

関と連携しながら、広報その他の必要な啓発活動を行うことが必要です。 

⑵  市民の禁止行為 

  暴力団の排除を進めていくためには、社会から暴力団を孤立させることが必要で

あり、そのためには、市民が「暴力団を利用しない」「暴力団に資金を提供しない」

ことを徹底することが求められます。 

ア 暴力団の威力利用の禁止 

市民が、債権の回収や紛争の解決などの目的を達するため、暴力団や暴力団員

の威力を利用する行為は、他の市民が安全で平穏な生活を送ることを阻害し、ま

た、暴力団の活動を助長するおそれがあり、社会全体で暴力団を排除するという
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基本理念を踏みにじる行為であることから、これを禁止すべきです。 

また、暴力団や暴力団員の威力を直接利用しない場合でも、自身が暴力団と関

係があることを認識させて相手方を威圧することなども、暴力団の威力の利用に

あたると考えます。 

イ 暴力団への利益供与の禁止 

暴力団や暴力団員に対して金品その他の財産上の利益を供与することは、暴力

団の活動を助長するものであり、社会全体で暴力団を排除するという基本理念を

踏みにじる行為であることから、これを禁止すべきです。 

ただし、利益供与した相手方が暴力団員に該当するかどうかは、市民が常に把

握することはできず、そのことを知らずに行った利益供与まで禁止規定に含める

ことは妥当ではないと考えられることから、暴力団の威力を利用する目的及び暴

力団の活動若しくは運営に協力する目的で、金品その他の財産上の利益供与を禁

止することを規定すべきと考えます。 

ウ 実効性の確保 

市民に求める禁止行為の実効性を確保するための措置としては、違反した市民

に対する罰則や行政指導などを規定することが考えられます。 

しかし、すでに施行されている北海道暴力団の排除の推進に関する条例（以下

「道条例」という。）においては、道民に対する禁止行為の規定はなく、禁止行為

に違反した事業者に対しても罰則までは設けていないことから、札幌市民に対し

てだけ罰則を設けることは、比較均衡上、望ましくないと考えます。 

また、行政指導を行うには、違反の事実を確認することが必要となりますが、

警察組織を持たない市がそのような確認を行うことは困難です。 

よって、市民に対する罰則や行政指導等の措置については、規定すべきではな

いと考えます。 

⑶  事業者の禁止行為 

  一般の市民と比べ、事業者が暴力団の資金獲得活動の対象となる事例は格段に多

いと考えられることから、暴力団の資金源を断つためには、事業者が毅然とした決

別姿勢を取り、「暴力団を利用しない」「暴力団に資金を提供しない」ことを徹底す

ることが求められます。 

そのため、道条例においても、事業者に対する禁止事項やその担保措置などを規
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定しており、道条例の規定と比較しながら、市の条例における事業者の禁止行為の

規定について議論しました。 

ア 道条例と同様の規制の必要性 

道条例では、「その行う事業に関し、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に

対し、情を知って、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとな

る財産上の利益の供与をしてはならない」ことが規定されており、加えて、次に

掲げる行為を行った場合には、勧告・公表することができる規定が設けられてい

ます。 

 (ｱ) 暴力団の威力を利用する目的で、財産上の利益の供与をすること。 

 (ｲ) 暴力団の威力を利用したことに関し、財産上の利益の供与をすること。 

 (ｳ) 暴力団の活動又は運営に協力する目的で、相当の対償を受けることなく財

産上の利益の供与をすること。 

 この規定は、札幌市の全域において適用があることから、市の条例に同様の規

定を設ける必要性はないと考えます。 

イ ススキノに係る規制の必要性 
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Ⅳ 条例の骨子案 

１ 条例に盛り込む項目の骨格 

（市民の役割） （事業者の役割） （市の役割） 

（基本理念） 

（目的） 

 

暴力団の 

威力利用の禁止 

（用語の定義） 

 

公共事業等に係る措置 

市民及び事業者の支援 

啓発活動（広報） 

個人情報の収集（市が実施する暴力団排除措置を行うために必要となる個人情報） 

 

暴力団への 

利益供与の禁止 

 

～北海道条例～ 

（事業者対象の規制部分） 

・暴力団の威力利用の禁止 

・暴力団への利益供与禁止 

・契約行為からの排除 

・不動産譲渡の制限 

 

☆事業者に対する規制は、 

道条例で対応している 

 

公の施設に係る措置 

委任（条例の施行に関して必要な事項を規則で定めること） 
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２ 項目別の内容 

 

第１ 条例の目的 

  条例の目的として、①暴力団の排除に関し、基本理念を定めること、②市民、

事業者及び市の役割を明らかにすること、③暴力団の排除に関する施策等を定

めること、これらのことにより、暴力団の排除を推進し、もって市民の安全で

平穏な生活を確保し、社会経済活動の健全な発展に寄与することを定めます。 

 

第２ 用語の定義 

  条例において用いる用語の意義を定めます。具体的には、「暴力団」、「暴

力団員」及び「暴力団の排除」など、条例に定める内容に応じて必要な定義を

行います。 

 

第３ 基本理念 

  暴力団の排除は、「暴力団を恐れないこと」「暴力団に対して資金を提供し

ないこと」「暴力団を利用しないこと」を基本として、推進されるべきことを

定めます。 

また、暴力団の排除は、市民、事業者、市、他の地方公共団体その他関係す

る機関及び団体の相互の連携及び協力の下に、社会全体で行なわれるべきこと

を定めます。 

 

第４ 市民の役割 

市民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除に対する理解を深め、自らこれ

に努めるとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努

めるべきことを定めます。 

 

第５ 事業者の役割 

事業者は、基本理念にのっとり、暴力団を利することとならないよう、暴力

団の排除に自ら積極的に取り組むとともに、市が実施する暴力団の排除に関す 

る施策に協力すべきことを定めます。 
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第６ 市の役割 

市は、基本理念にのっとり、関係する機関及び団体と連携を図り、暴力団の

排除に関する施策を実施すべきことを定めます。 

 

第７ 公共事業等に係る措置 

市が発注する建設工事その他の市の事務又は事業（以下「公共事業等」とい

います。）の執行により暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するこ

とがないよう、市は、暴力団員又は暴力団関係事業者について、市が実施する

入札に参加させない等の必要な措置を講ずべきことを定めます。この「暴力団

関係事業者」は、暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団又は

暴力団員と密接な関係を有する事業者とします。 

また、市は、公共事業等に係る契約の相手方に対しても、下請契約その他の

当該公共事業等に係る契約に関連する契約の相手方から暴力団関係事業者を排

除するために必要な措置を講ずるよう求めることを定めます。 

 

第８ 公の施設に係る措置 

市は、その設置する公の施設が暴力団の活動に利用されないようにするため

に必要な措置を講ずべきことを定めます。 

 

第９ 市民及び事業者に対する支援 

市は、市民及び事業者が暴力団の排除に関する活動に自主的に、かつ、相互

の連携協力を図って取り組むことができるよう、市民及び事業者に対し、情報

の提供、助言その他の必要な支援を行うべきことを定めます。 

 

第１０ 啓発活動 

市は、市民及び事業者の暴力団の排除に対する理解を深め、及び暴力団の排

除に関する活動に取り組む気運を醸成するため、広報その他の必要な啓発活動

を行うべきことを定めます。 

 

第１１ 暴力団の威力利用の禁止 

市民は、債権の回収、紛争の解決等に関して暴力団員を利用し、又は自己が
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暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧する等の暴力団の威力の

利用をしてはならないことを定めます。 

 

第１２ 暴力団への利益供与の禁止 

市民は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する

目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して金品その他の財産上の利

益の供与をしてはならないことを定めます。 

 

第１３ 個人情報の収集 

市の機関や市が設置する公の施設の指定管理者は、この条例の規定に基づき

暴力団の排除の措置を講じるときは、当該措置のために必要な個人情報を関係

する機関等から、必要最小限の範囲で収集したり提供したりできることを定め

ます。 

 

第１４ 委任 

この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定めることを定めます。
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○調査設計

・調査対象者 ： 無作為抽出で選んだ札幌市全域の20歳以上の男女1,000人

・調査方法　　： 調査票を郵送し、返信用封筒で回収

・調査期間    ： 平成24（2012年)4月18日（水曜日）～5月18日（金曜日）

・回収数（率） ： 409通（40.9%）

【問1.暴力団の存在をどのように考えていますか。】

許されない存在である
望ましくはない存在で

ある

存在するほうがいい場合

もある
問題のない存在である わからない 無回答 合計

人数 216 165 12 2 12 2 409

割合 53% 40% 3% 0% 3% 0% 100%

【問2.市内で暴力団活動が行われていることを知っていますか。】

良く知っている 多少知っている ほとんど知らない 無回答 合計

人数 35 214 158 2 409

割合 9% 52% 39% 0% 100%

≪問2で「1良く知っている」、「2多少知っている」と回答した方のみ≫

【問2-1.どのような暴力団活動が行われているとお考えですか。】-複数回答（3つまで）-

風俗営業やヤミ金融な

どによる資金獲得行為

交通事故の示談など

への介入、不当に金品

を要求する行為

覚せい剤、賭博、のみ行

為などの資金獲得行為

けん銃など武器の使用

による脅迫行為

企業や団体に対する

不当要求行為

大規模なイベントや催

事などへの関与
その他

無回答

/無効回答
合計

人数 209 70 195 65 55 37 3 22 656

割合 32% 11% 30% 10% 8% 6% 0% 3% 100%

【問3.暴力団の存在を脅威に感じていますか。】

とても脅威に感じてい

る
多少脅威に感じている ほとんど感じていない 全く感じていない 無回答 合計

人数 164 145 72 10 18 409

割合 40% 35% 18% 2% 4% 100%

【問4.暴力団がなくならないと言われている原因は何だと思いますか。】

問題の解決に暴力団を

利用する人がいるから

暴力団の要求に屈し

て、資金を提供する人

がいるから

被害に遭っても、暴力団

の仕返しが怖いために警

察に届けをしない人が多

いから

暴力団を取り締まるた

めの法律や条例が十

分に整備されていない

から

暴力団に憧れたり、ず

るずると加入してしまっ

たりする人がいるから

一度暴力団に入った

ら、抜け出すことが困

難だから

社会に必要な存在

であるから
分からない その他 無回答 合計

人数 72 74 53 103 16 9 8 19 21 34 409

割合 18% 18% 13% 25% 4% 2% 2% 5% 5% 8% 100%

【問5.暴力団を利用してもめ事を解決する人がいると言われていますが、これについてどう思いますか。】

よくないことでありして

はいけない

よくないことだが、しか

たがない
悪くない わからない 無回答 合計

人数 336 28 2 38 5 409

割合 82% 7% 0% 9% 1% 100%

≪問5で「2よくないことだが、しかたがない」、「3悪くない」と回答した方のみ≫

【問5-1.そのように考える理由はどのようなものでしょうか。】-複数回答-

裁判などで処理しよう

としても日数がかかる

から

弁護士に頼むとお金が

かかるから

警察に頼むといろいろ調

べられて面倒だから

警察に相談すると事が

大きくなるから

問題がうまく解決する

から

法律に触れるわけでは

ないのでかまわない

知り合いに暴力団

がいるならば、頼む

のはかまわない

わからない その他 合計

人数 12 7 12 8 2 1 3 2 12 59

割合 20% 12% 20% 14% 3% 2% 5% 3% 20% 100%

【問6.暴力団員から不当な金品等の要求行為や迷惑行為をうけたことがありますか。】

不当な金品等の要求

行為も迷惑行為も受け

たことがある

迷惑行為を受けたこと

はないが、不当な金品

等の要求行為は受け

たことがある

不当な金品等の要求行

為は受けたことはない

が、迷惑行為は受けたこ

とがある

受けたことはない わからない 無回答 合計

人数 11 5 25 363 0 5 409

割合 3% 1% 6% 89% 0% 1% 100%

Ⅴ 参考資料（暴力団の排除の推進に係るアンケート） 

１ 市民に対するアンケート結果 
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【問6-1.そのとき暴力団員の不当な金品等の要求行為に応じましたか、拒絶しましたか。】

応じた 拒絶した 答えられない 無回答 合計

人数 8 7 1 0 16

割合 50% 44% 6% 0% 100%

【問6-2.暴力団員の不当な金品等の要求行為に応じたのはどうしてでしょうか。】

断ると何をされるかわ

からなかったから

お金で解決できること

だから

警察に相談しても解決に

つながらないとおもった

から

自分にも弱みや落ち度

があったから
答えられない その他 合計

人数 1 2 2 0 0 3 8

割合 13% 25% 25% 0% 0% 38% 100%

【問7.あなたの住んでいる地域で、暴力団排除の住民運動が起きたら、あなたはどうしますか。】

進んで協力したい ある程度協力したい あまり協力したくない 絶対に協力したくない わからない 無回答 合計

人数 41 188 92 16 68 4 409

割合 10% 46% 22% 4% 17% 1% 100%

≪問7で「3あまり協力したくない」、「4絶対に協力したくない」と回答した方のみ≫

【問7-1.協力したくないのはなぜでしょうか】-複数回答-

暴力団の嫌がらせや

仕返しが怖いから

自分に直接関係ないか

ら
時間が取れないから

自分一人が参加したと

しても影響がないから

住民運動そのものがき

らいだから

暴力団を排除すること

は無理だから
答えられない わからない その他 無回答 合計

人数 72 13 24 8 27 31 0 0 10 1 186

割合 39% 7% 13% 4% 15% 17% 0% 0% 5% 1% 100%

【問8.青少年が暴力団に加入することや、暴力団員と付き合うことについて、どのようにお考えですか。】

決してあってはならな

い

やむを得ない場合もあ

る
本人の自由である わからない 無回答 合計

人数 341 12 34 13 9 409

割合 83% 3% 8% 3% 2% 100%

【問9.全国の都道府県や一部の自治体で、暴力団排除条例が施行されているのをご存知ですか。】

知っている 知らない 無回答 合計

人数 291 108 10 409

割合 71% 26% 2% 100%

【問10.札幌市でも暴力団排除に関する条例を制定すべきだと思いますか。】

制定すべき
どちらかといえば制定

すべき

どちらかといえば制定す

べきではない
制定すべきではない わからない 無回答 合計

人数 282 87 4 2 23 11 409

割合 69% 21% 1% 0% 6% 3% 100%

【問11.札幌市に対して、どのような暴力団対策を望みますか。】-複数回答-

広報や啓発 情報発信 青少年への指導・助言 警察の規制で十分
対策そのものが必要な

い

暴力団を排除すること

は無理だから
わからない その他 合計

人数 246 273 269 56 6 18 17 20 905

割合 27% 30% 30% 6% 1% 2% 2% 2% 100%

積極的に行うべき 慎重に検討すべき 行うべきではない わからない 無回答 合計

人数 195 179 14 15 6 409

割合 48% 44% 3% 4% 1% 100%

≪問6-1で「1応じた」と回答した方のみ≫

≪問6で「1不当な金品等の要求行為も迷惑行為も受けたことがある」、「2迷惑行為を受けたことはないが、不当な金品等の要求行為は受けたことがある」と回答した方のみ≫

【問12.暴力団等を利用したり、金銭を提供したりする市民に対して、懲役刑や罰金などを課すことについて、どのようにお考えですか。】
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○調査設計

　・調査対象者 ： 不当要求防止責任者講習（公益財団法人北海道暴力追放センターが開催）に参加した事業者205社

　・調査方法　　： 講習会場での調査票への記入

　・調査期間    ： 平成24年2月28日、同年3月14日、同年4月26日の3日間

【問1.暴力団の存在をどのように考えていますか。】

許されない存

在である

望ましくはない

存在である

存在するほう

がいい場合も

ある

問題のない存

在である
無回答 合計

人数 169 31 0 0 5 205

割合 82% 15% 0% 0% 2% 100%

【問2.近年の暴力団の情勢をどのように感じていますか。】

以前より活動

が盛んになっ

ていると思う

以前と変わり

ないと思う

以前より鎮静

化していると

思う

活動が行われ

ていないと思う
わからない その他 無回答 合計

人数 17 67 59 0 53 5 4 205

割合 8% 33% 29% 0% 26% 2% 2% 100%

【問3.暴力団などの反社会勢力から不当な金品等の要求行為や迷惑行為をうけたことがありますか。】

不当な金品等

の要求行為も

迷惑行為も受

けたことがあ

る

迷惑行為を受

けたことはな

いが、不当な

金品等の要求

行為は受けた

ことがある

不当な金品等

の要求行為は

受けたことは

ないが、迷惑

行為は受けた

ことがある

受けたことは

ない
わからない 無回答 合計

人数 18 10 26 142 6 3 205

割合 9% 5% 13% 69% 3% 1% 100%

【問3-1.行為を行った相手。】

暴力団 エセ右翼 エセ同和
ブラックジャー

ナル
わからない その他 合計

人数 12 3 1 1 6 5 28

割合 43% 11% 4% 4% 21% 18% 100%

【問3-2.どのように対応されましたか。】

警察に相談し

た

暴力追放セン

ターなど相談

機関に相談し

た

弁護士等に相

談した

相談せず自ら

対応に当たっ

た

なにもしなかっ

た
その他 無回答 合計

人数 12 0 0 8 0 4 4 28

割合 43% 0% 0% 29% 0% 14% 14% 100%

【問3-3.最終的にどのように対応されましたか。】

拒否した
拒否したが一

部応じた
全て応じた 答えたくない 合計

人数 25 3 0 0 28

割合 89% 11% 0% 0% 100%

【問4.これまでに暴力団排除対策を行っていますか。】

行っている 行っていない 無回答 合計

人数 130 67 8 205

割合 63% 33% 4% 100%

≪問3で「1～2不当な金品等の要求行為を受けたことがある」と回答した方のみ≫

≪問3で「1～2不当な金品等の要求行為を受けたことがある」と回答した方のみ≫

≪問3で「1～2不当な金品等の要求行為を受けたことがある」と回答した方

２ 事業者に対するアンケート結果 
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【問4-1.対策とはどのようなものですか。】-複数回答-

契約時に暴力

団排除条項を

盛り込む

契約時の相手

方に暴力団と

関係ない旨の

誓約書を提出

してもらう

店舗や事業所

等に暴力団排

除に関するの

ぼりやポス

ター等を掲示

している

商談や契約時

の相手方に関

して、警察等

に照会を行っ

ている

暴力団排除に

関する研修会

や会議を開催

している

弁護士などと

連携を図って

いる

警察や暴追セ

ンターと定期

的に相談して

いる

器材を整備し

ている
その他 無回答 合計

人数 70 43 79 17 28 35 21 45 9 3 350

割合 20% 12% 23% 5% 8% 10% 6% 13% 3% 1% 100%

【問4-2.整備している機材はどのようなものですか。】-複数回答-

カメラ
レコーダー（録

音機）
その他 合計

人数 27 32 1 60

割合 45% 53% 2% 100%

【問5.札幌市でも暴力団排除に関する条例を制定すべきだと思いますか。】

制定すべき

どちらかとい

えば制定すべ

き

どちらかとい

えば制定すべ

きではない

制定すべきで

はない
わからない 無回答 合計

人数 177 18 0 0 3 7 205

割合 86% 9% 0% 0% 1% 3% 100%

【問6.札幌市に対して、どのような暴力団対策を望みますか。】-複数回答-

広報や啓発 情報発信
相談窓口の設

置

警察の規制で

十分

対策そのもの

が必要ない
わからない その他 無回答 合計

人数 142 137 151 10 2 3 4 2 451

割合 31% 30% 33% 2% 0% 1% 1% 0% 100%

罰則などより

厳しい規定に

すべき

現行の規定を

積極的に運用

すべき

適用は慎重に

すべき

現行の規定は

厳しすぎる

規制すべきで

はない
その他 無回答 合計

人数 83 105 14 0 0 1 2 205

割合 40% 51% 7% 0% 0% 0% 1% 100%

あった なかった わからない 無回答 合計

人数 5 162 36 2 205

割合 2% 79% 18% 1% 100%

【問8-1.困ったこととは次のうちどれですか。】-複数回答-

事業内容が、

条例に違反し

ているかどう

か基準があい

まい

勧告や公表を

されるのでは

ないかと不安

暴力団排除条

項など設ける

ことが煩雑

暴力団から圧

力がかかるの

ではないかと

不安

暴力団かどう

かの確認をと

ることが不安

何をしていい

かわからない
その他 合計

人数 2 0 1 1 4 0 0 8

割合 25% 0% 13% 13% 50% 0% 0% 100%

今後、新たな

対策を考えて

いる

今後も新たな

対策は考えて

いない

わからない 無回答 合計

人数 42 56 105 2 205

割合 20% 27% 51% 1% 100%

≪問4で「1行っている」と回答した方のみ≫

≪問4の1で「8機材を準備している」と回答した方のみ≫

【問7.北海道暴力団排除の推進に関する条例では、事業者の禁止行為として、暴力団の利用行為の禁止や利益供与の禁止が盛り込ま
れ、違反した場合、北海道公安委員会が勧告や公表ができると規定されていますが、この規定について、どのようにお考えですか。】

【問8.北海道暴力団排除の推進に関する条例の施行後、これまで、事業を行う上で困ったことはありましたか。】

≪問8で「1あった」と回答した方のみ≫

【問9.今後の暴力団対策として、具体的な取組を行う予定はありますか。】

 


